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(57)【要約】
【課題】情報処理装置を用いたユーザの作業で必要とな
ったときにはじめて表象画像を画面に表示する制御のた
めの制御動作の設定のための仕組みを提供する。
【解決手段】ガジェット管理部１２は、各ガジェットを
表示するトリガと、非表示とするトリガの情報を保持し
ている。非表示中のガジェットを表示するトリガが検知
されると、表示制御部１８はそのガジェットを画面に表
示する。ガジェット設定処理部１４は、トリガの設定対
象としてユーザが選んだガジェットを画面上に表示する
。ユーザが、画面上のそのガジェットに対して他のアイ
コンをドロップすると、そのアイコンに対応するオブジ
ェクトの情報を、そのガジェットを画面に表示するトリ
ガ操作での操作対象のオブジェクトを特定する情報とし
て抽出し、ガジェット管理部１２に登録する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理を示す処理表象画像の選択を受け付ける表象選択受付手段と、
　前記処理表象画像を画面に表示するトリガとなる表示トリガ操作の指定を受け付ける表
示トリガ受付手段と、
　前記表示トリガ操作を示す情報を前記処理表象画像と対応付けて記憶する記憶手段と、
　ユーザが前記表示トリガ操作を行った場合に、当該表示トリガ操作に対応付けられた前
記表象画像を前記画面に表示する制御を行う表示制御手段と、
　を含む情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示トリガ受付手段は、操作対象のデータを表すデータ表象画像の指定と、前記デ
ータ表象画像に対する前記表示トリガ操作の操作内容の指定と、の組合せを、前記表示ト
リガ操作の指定として受け付ける、請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示トリガ受付手段が受付可能な前記表示トリガ操作の操作内容の選択肢には、前
記データ表象画像を前記画面上の特定領域内に配置する配置操作が含まれる、請求項２に
記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示トリガ受付手段は、前記表示トリガ操作の操作内容の選択肢のうちユーザから
前記配置操作が選択された場合、前記ユーザから更に前記画面上での前記特定領域の位置
及び範囲の指定を受け付ける、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示トリガ受付手段が受付可能な前記表示トリガ操作の操作内容の選択肢には、前
記操作対象のデータに対するフォーマット変換操作が含まれる、請求項２に記載の情報処
理装置。
【請求項６】
　前記表示トリガ受付手段が受付可能な前記表示トリガ操作の操作内容の選択肢には、前
記操作対象のデータに対する編集操作が含まれる、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記編集操作には、前記操作対象として指定された複数の表象画像に対応する複数のデ
ータを結合する結合操作が含まれる、請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記表示トリガ受付手段は、前記表象選択受付手段によりユーザから選択され前記画面
に表示された前記処理表象画像に対して、前記画面上の他の表象画像を投入する操作が行
われた場合に、当該他の表象画像が表すデータの所定属性の値を、前記操作対象のデータ
を特定する情報として抽出する、
　請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記表象選択受付手段により前記ユーザから選択された前記処理表象画像の、前記画面
上での配置位置の指定を受け付ける手段を更に含む、請求項１～８のいずれか１項に記載
の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記表示トリガ受付手段は、前記表示トリガ操作の操作種類の指定と、前記表示トリガ
操作の操作対象である第２処理表象画像であって前記処理表象画像に対応する処理より前
に実行されるべき処理を示す第２処理表象画像の指定と、との組合せを、前記表示トリガ
操作の指定として受け付ける、請求項１～９のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記表象選択受付手段は、互いに異なる処理を示す２つの処理表象画像の選択を受け付
け、
　前記表示トリガ受付手段は、前記２つの処理表象画像のうちの一方に対する操作種類の
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指定を、他方についての前記表示トリガ操作の指定として受け付ける、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　ユーザから選択された前記処理表象画像を前記画面から非表示とするトリガとなる非表
示トリガ操作の指定を受け付ける非表示トリガ受付手段、
　を更に含み、
　前記記憶手段は、前記処理表象画像と対応付けて前記非表示トリガ操作を示す情報を更
に記憶し、
　前記情報処理装置は、
　ユーザが前記非表示トリガ操作を行った場合に、当該非表示トリガ操作に対応付けられ
た前記処理表象画像を前記画面上から非表示とする制御を行う非表示制御手段、
　を更に含む請求項１～１１のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記非表示トリガ受付手段は、操作対象のデータを表すデータ表象画像の指定と、前記
データ表象画像に対する前記非表示トリガ操作の操作内容の指定と、との組合せを、前記
非表示トリガ操作の指定として受け付ける、請求項１２記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記非表示トリガ受付手段は、前記非表示トリガ操作の操作内容と、前記非表示トリガ
操作の操作対象の第３処理表象画像と、の指定を、前記非表示トリガ操作の指定として受
け付ける、請求項１２記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記非表示トリガ受付手段は、ユーザから選択された２つの前記処理表象画像のうちの
一方に対する操作内容の指定を、他方の前記処理表象画像についての前記非表示トリガ操
作の指定として受け付ける、請求項１２に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　コンピュータを、
　処理を示す処理表象画像の選択を受け付ける表象選択受付手段、
　前記処理表象画像を画面に表示するトリガとなる表示トリガ操作の指定を受け付ける表
示トリガ受付手段、
　前記表示トリガ操作を示す情報を前記処理表象画像と対応付けて記憶する記憶手段、
　ユーザが前記表示トリガ操作を行った場合に、当該表示トリガ操作に対応付けられた前
記表象画像を前記画面に表示する制御を行う表示制御手段、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザがよく利用する処理を呼び出すための表象画像（例えばアイコンやガジェット）
を画面上に配置し、それら表象画像群の中から利用したいものをユーザに選択させる仕組
みはよく知られている。
【０００３】
　また、特許文献１には、ファイルがファイル格納部に新着した場合に、新着したファイ
ルをユーザが容易に見つけることを可能とするファイル管理装置が開示される。このファ
イル管理装置は、ファイルが監視対象のフォルダに格納されたことを検知して、ファイル
のフォルダへの新着に関する履歴情報である新着ファイル履歴情報を生成して記憶する。
ファイル管理装置が、新着通知ウインドウ上に、上記フォルダを表示し、表示されたフォ
ルダが選択された場合に、新着ファイル履歴情報に基づいて、選択されたフォルダに格納
されているファイルのリストであって、このファイルのフォルダへの格納が新しい順に並
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べられた新表示ファイルリストを作成する。そして、ファイル管理装置が、新表示ファイ
ルリストをファイルリスト表示ウインドウ上に表示する。
【０００４】
　特許文献２に開示されるシステムでは、グループがインタラクトするアイコンは、各グ
ループメンバのデスクトップ上に駐在し、クリックアクティビティ化モードと、ドラッグ
アンドドロップ機能を含む数多くの属性を有する。当該アイコンは、各グループメンバに
グループの共有されたリレーションシップの表現を提供する。任意のグループメンバは、
グループアイコンを変更し、当該グループの他のメンバのコンピュータに当該変更を伝え
ることができる。当該アイコンは、ノンバーバル及びバーバル通信を行うことができ、ア
クティビティ共有のためにアクティビティ化することができる。当該グループのオンライ
ンメンバには、グループのステータス及びアクティビティが、表示されたステータスバー
を介して、継続して知らされる。
【０００５】
　特許文献３に開示された表示装置は、ネットワークを通じて受信した、属性情報の付加
された生活情報を蓄積して住戸インターホンに配信する生活情報配信部と、複数の生活情
報から所定の生活情報一覧を生成する一覧表生成部とを備え、住戸インターホンは、配信
されてきた生活情報の属性情報を判別して、モニタ画面に、該生活情報が組み込まれた生
活情報一覧を表示するか、該生活情報の記事を直ちに個別表示するかを選択する表示制御
部を備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－７３８５４号公報
【特許文献２】特開２００４－２１９９５号公報
【特許文献３】特開２０１２－１３４７６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ユーザがよく利用するアプリケーションやフォルダの表象画像（例えばアイコンやガジ
ェット）を、デスクトップ画面等の画面上に配置してユーザに選択させる仕組みはよく知
られている。この種の仕組みでは、画面上に配置される表象画像の数が多くなると、ユー
ザが自分の操作したい表象画像を選択するのが困難になったり、誤った表象画像を選択し
やすくなったりする。
【０００８】
　画面に表示する表象画像の数を抑制するための一つの方法として、ユーザの作業の進捗
に応じて必要となったときにはじめて表象画像を画面に表示するという制御が考えられる
。しかし、従来そのような制御を行う例はなく、そのような制御を可能とするためにどの
ような設定を行うかについての提案もなかった。
【０００９】
　本発明は、情報処理装置を用いたユーザの作業で必要となったときにはじめて、該作業
に対応する表象画像を画面に表示する制御のための制御動作の設定のための仕組みを提供
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に係る発明は、処理を示す処理表象画像の選択を受け付ける表象選択受付手段
と、前記処理表象画像を画面に表示するトリガとなる表示トリガ操作の指定を受け付ける
表示トリガ受付手段と、前記表示トリガ操作を示す情報を前記処理表象画像と対応付けて
記憶する記憶手段と、ユーザが前記表示トリガ操作を行った場合に、当該表示トリガ操作
に対応付けられた前記表象画像を前記画面に表示する制御を行う表示制御手段と、を含む
情報処理装置である。
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【００１１】
　請求項２に係る発明は、前記表示トリガ受付手段は、操作対象のデータを表すデータ表
象画像の指定と、前記データ表象画像に対する前記表示トリガ操作の操作内容の指定と、
の組合せを、前記表示トリガ操作の指定として受け付ける、請求項１記載の情報処理装置
である。
【００１２】
　請求項３に係る発明は、前記表示トリガ受付手段が受付可能な前記表示トリガ操作の操
作内容の選択肢には、前記データ表象画像を前記画面上の特定領域内に配置する配置操作
が含まれる、請求項２に記載の情報処理装置である。
【００１３】
　請求項４に係る発明は、前記表示トリガ受付手段は、前記表示トリガ操作の操作内容の
選択肢のうちユーザから前記配置操作が選択された場合、前記ユーザから更に前記画面上
での前記特定領域の位置及び範囲の指定を受け付ける、請求項３に記載の情報処理装置で
ある。
【００１４】
　請求項５に係る発明は、前記表示トリガ受付手段が受付可能な前記表示トリガ操作の操
作内容の選択肢には、前記操作対象のデータに対するフォーマット変換操作が含まれる、
請求項２に記載の情報処理装置である。
【００１５】
　請求項６に係る発明は、前記表示トリガ受付手段が受付可能な前記表示トリガ操作の操
作内容の選択肢には、前記操作対象のデータに対する編集操作が含まれる、請求項２に記
載の情報処理装置である。
【００１６】
　請求項７に係る発明は、前記編集操作には、前記操作対象として指定された複数の表象
画像に対応する複数のデータを結合する結合操作が含まれる、請求項６に記載の情報処理
装置である。
【００１７】
　請求項８に係る発明は、前記表示トリガ受付手段は、前記表象選択受付手段によりユー
ザから選択され前記画面に表示された前記処理表象画像に対して、前記画面上の他の表象
画像を投入する操作が行われた場合に、当該他の表象画像が表すデータの所定属性の値を
、前記操作対象のデータを特定する情報として抽出する、請求項１～７のいずれか１項に
記載の情報処理装置である。
【００１８】
　請求項９に係る発明は、前記表象選択受付手段により前記ユーザから選択された前記処
理表象画像の、前記画面上での配置位置の指定を受け付ける手段を更に含む、請求項１～
８のいずれか１項に記載の情報処理装置である。
【００１９】
　請求項１０に係る発明は、前記表示トリガ受付手段は、前記表示トリガ操作の操作種類
の指定と、前記表示トリガ操作の操作対象である第２処理表象画像であって前記処理表象
画像に対応する処理より前に実行されるべき処理を示す第２処理表象画像の指定と、との
組合せを、前記表示トリガ操作の指定として受け付ける、請求項１～９のいずれか１項に
記載の情報処理装置である。
【００２０】
　請求項１１に係る発明は、前記表象選択受付手段は、互いに異なる処理を示す２つの処
理表象画像の選択を受け付け、前記表示トリガ受付手段は、前記２つの処理表象画像のう
ちの一方に対する操作種類の指定を、他方についての前記表示トリガ操作の指定として受
け付ける、請求項１～９のいずれか１項に記載の情報処理装置である。
【００２１】
　請求項１２に係る発明は、ユーザから選択された前記処理表象画像を前記画面から非表
示とするトリガとなる非表示トリガ操作の指定を受け付ける非表示トリガ受付手段、を更
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に含み、前記記憶手段は、前記処理表象画像と対応付けて前記非表示トリガ操作を示す情
報を更に記憶し、前記情報処理装置は、ユーザが前記非表示トリガ操作を行った場合に、
当該非表示トリガ操作に対応付けられた前記処理表象画像を前記画面上から非表示とする
制御を行う非表示制御手段、を更に含む請求項１～１１のいずれか１項に記載の情報処理
装置である。
【００２２】
　請求項１３に係る発明は、前記非表示トリガ受付手段は、操作対象のデータを表すデー
タ表象画像の指定と、前記データ表象画像に対する前記非表示トリガ操作の操作内容の指
定と、との組合せを、前記非表示トリガ操作の指定として受け付ける、請求項１２記載の
情報処理装置である。
【００２３】
　請求項１４に係る発明は、前記非表示トリガ受付手段は、前記非表示トリガ操作の操作
内容と、前記非表示トリガ操作の操作対象の第３処理表象画像と、の指定を、前記非表示
トリガ操作の指定として受け付ける、請求項１２記載の情報処理装置である。
【００２４】
　請求項１５に係る発明は、前記非表示トリガ受付手段は、ユーザから選択された２つの
前記処理表象画像のうちの一方に対する操作内容の指定を、他方の前記処理表象画像につ
いての前記非表示トリガ操作の指定として受け付ける、請求項１２に記載の情報処理装置
である。
【００２５】
　請求項１６に係る発明は、コンピュータを、処理を示す処理表象画像の選択を受け付け
る表象選択受付手段、前記処理表象画像を画面に表示するトリガとなる表示トリガ操作の
指定を受け付ける表示トリガ受付手段、前記表示トリガ操作を示す情報を前記処理表象画
像と対応付けて記憶する記憶手段、ユーザが前記表示トリガ操作を行った場合に、当該表
示トリガ操作に対応付けられた前記表象画像を前記画面に表示する制御を行う表示制御手
段、として機能させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００２６】
　請求項１、２、３、５～７、１０、１１又は１６に係る発明によれば、情報処理装置を
用いたユーザの作業で必要となったときにはじめて表象画像を画面に表示する制御のため
の制御動作の設定のための仕組みを提供することができる。
【００２７】
　請求項４に係る発明によれば、画面上の特定領域にデータ表象画像を配置する表示トリ
ガ操作における特定領域を、ユーザの希望する位置や範囲とすることができる。
【００２８】
　請求項８に係る発明よれば、処理表象画像に対して他の表象画像を投入するという直感
的な画面上の操作で、他の表象画像が含む所定属性を、表示トリガ操作における操作対象
のデータを特定する情報として設定することができる。
【００２９】
　請求項９に係る発明よれば、表示制御手段が画面に表示する処理表象画像の表示位置を
、ユーザが希望する位置に設定することができる。
【００３０】
　請求項１２～１５に係る発明によれば、画面に表示した処理表象画像を非表示とするた
めの非表示トリガ操作を設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】情報処理装置が備えるガジェット表示制御のための処理部の機能構成を例示する
図である。
【図２】表示制御部の処理手順を例示する図である。
【図３Ａ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
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【図３Ｂ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図３Ｃ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図３Ｄ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図３Ｅ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図３Ｆ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図３Ｇ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図３Ｈ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図３Ｉ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図３Ｊ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図３Ｋ】ガジェット表示制御例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図４Ａ】ガジェット表示制御例２における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図４Ｂ】ガジェット表示制御例２における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図４Ｃ】ガジェット表示制御例２における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図５Ａ】ガジェット表示制御例３における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図５Ｂ】ガジェット表示制御例３における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図６Ａ】ガジェット表示制御例４における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図６Ｂ】ガジェット表示制御例４における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図６Ｃ】ガジェット表示制御例４における各段階の画面表示を模式的に示す図である。
【図７Ａ】トリガ設定処理の具体例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図７Ｂ】トリガ設定処理の具体例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図７Ｃ】トリガ設定処理の具体例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図７Ｄ】トリガ設定処理の具体例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図７Ｅ】トリガ設定処理の具体例１における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図８Ａ】トリガ設定処理の具体例２における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図８Ｂ】トリガ設定処理の具体例２における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図８Ｃ】トリガ設定処理の具体例２における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図９Ａ】トリガ設定処理の具体例３における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図９Ｂ】トリガ設定処理の具体例３における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図９Ｃ】トリガ設定処理の具体例３における各段階の画面表示を模式的に示す図である
。
【図１０Ａ】トリガ設定処理の具体例４における各段階の画面表示を模式的に示す図であ
る。
【図１０Ｂ】トリガ設定処理の具体例４における各段階の画面表示を模式的に示す図であ
る。
【図１０Ｃ】トリガ設定処理の具体例４における各段階の画面表示を模式的に示す図であ
る。
【図１０Ｄ】トリガ設定処理の具体例４における各段階の画面表示を模式的に示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
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　以下、図面を参照して実施形態の説明を行う。
【００３３】
　まず以下の説明で用いる用語について説明する。
【００３４】
　「画面」とは、情報処理装置（パーソナルコンピュータ、シンクライアント端末、スマ
ートフォン、タブレット端末等を含む）に付属する表示装置に表示される画面である。パ
ーソナルコンピュータのデスクトップ画面がその典型例であるが、デスクトップ画面上に
表示されるウインドウ、スマートフォンのホーム画面その他の画面も、この明細書でいう
「画面」の一例である。
【００３５】
　「表象画像」とは、何らかのオブジェクトを表す（表象する）画像であり、画面上に表
示され、ＵＩ（ユーザインタフェース）部品として機能する画像である。ここでいうオブ
ジェクトには、ファイル、フォルダ（ディレクトリ）、処理（アプリケーションプログラ
ム、或いはマクロやスクリプトで記述されたプログラム等）等が含まれる。例えば、ファ
イルやアプリケーションを表すアイコンは表象画像の一例である。また、ガジェット（又
はウィジェット）も、表象画像を持つオブジェクトの一種である。表象画像は、静的な画
像の場合もあれば、動的に変化する画像（例えば時計ガジェットが表す、時刻によって変
化する時計文字盤の画像、保持している文書の数により色が変わるアイコン）の場合もあ
る。表象画像は、ＵＩ部品であり、ユーザからの操作を受け付ける。
【００３６】
　「ガジェット」（又はウィジェット）とは、処理（機能）と表象画像を持つオブジェク
トである。以下では、説明を簡潔にするために、画面上に表示されたガジェットの表象画
像のこともガジェットと呼ぶ。
【００３７】
　ガジェットには、一般には、処理（機能）の対象となる入力データが規定されているが
、ガジェットの中には入力データを必要としないものもある（例えば後述する「申請書記
載テンプレート」ガジェット）。ガジェットに対する入力データ、又はガジェットが出力
する出力データは、典型的にはファイルであるが、ファイル中の特定項目のデータ、フォ
ルダ（ディレクトリ）のようにフォルダ以外の形態である場合もあり得る。ガジェットが
持つ処理（機能）は、画面上のそのガジェットに対して特定の操作（実行トリガ操作と呼
ぶ）がなされたときに実行される。例えば、あるガジェットの実行トリガ操作は、画面上
のそのガジェットを開く（例えばマウスでそのガジェットをポイントしてダブルクリック
する）操作であり、そのガジェットは、その操作に対応して、そのガジェットが保持して
いるファイルのリスト（例えばファイルを示すアイコンのリスト）を画面上に表示すると
いう処理を行う。ユーザはそのリスト（このリストにはファイルが１つしか示されない場
合もある）からファイルをドラッグ＆ドロップ操作で画面上に移動させたり、コピーした
りすることができる。
【００３８】
　以下、本発明に係る情報処理装置の実施形態について説明する。
【００３９】
　この実施形態では、パーソナルコンピュータ等のコンピュータの表示装置に表示される
デスクトップ画面等の画面上におけるガジェットの表示制御の仕組みを提供する。
【００４０】
　デスクトップ画面等の画面には、ファイルやフォルダ、アプリケーションを示すアイコ
ン、ショートカットアイコン、上述のガジェット等、数多くの表示要素が配置される可能
性がある。ユーザがよく使用するガジェットを全て画面上に配置すると、ユーザは、今の
自分の作業に必要なガジェットを、そのような多くのアイコンやガジェットの中から探し
出す必要がある。
【００４１】
　そこで、この実施形態では、ユーザがガジェットを必要としないときにはそのガジェッ
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トを画面に表示せず、必要としたときに画面に表示するための表示制御を行う。
【００４２】
　本実施形態では、ガジェットを常に画面上に表示しておくことはせず、画面上でのユー
ザの操作に応じて、その操作の後にユーザが行う作業のために必要なガジェットを動的に
画面に表示する。ガジェットを画面に表示するトリガ（契機）となる操作のことを表示ト
リガ操作と呼ぶ。表示トリガ操作は、ガジェットごとに規定される。また、画面に表示さ
れたガジェットは、ユーザがそのガジェットに対する操作を終え、そのガジェットに対応
する非表示トリガイベントが発生すると、画面上から非表示となる（画面から消去される
）。ガジェットは、非表示となった後、次に表示トリガ操作が行われるまでの間は、画面
に表示されない。
【００４３】
　ガジェットの表示トリガ操作は、画面上にあるそのガジェット以外（非表示の期間中は
そのガジェットがそもそも画面上に表示されていない）の特定の表象画像に対する特定の
操作である。すなわち表示トリガ操作は、表象画像（すなわち、その表象画像が表すオブ
ジェクト）と、その表象画像（オブジェクト）に対してユーザが行う操作の組合せで規定
される。表示トリガ操作は、ガジェットごとに規定される。例えば、あるガジェットの表
示トリガ操作は、特定のファイル形式及びファイル名を持つファイルのアイコンを、画面
上に設定された特定のトリガ領域に移動させる（すなわちそのアイコンをトリガ領域内に
配置する）という操作である。ガジェットの表示トリガ操作を規定する情報には、その表
示トリガ操作を構成する表象画像及び操作のそれぞれが満たすべき条件が規定される。
【００４４】
　表示トリガ操作を構成する表象画像（オブジェクト）についての条件は、例えばその表
象画像がファイルのアイコンである場合、そのファイルの形式が満たすべき条件（例えば
特定の１以上のファイル形式のいずれかに該当するという条件）、ファイル名が満たすべ
き条件（例えばファイル名が特定の文字列と一致する、あるいは特定の文字列をファイル
名の冒頭に含む、等の条件）、又はファイル形式の条件とファイル名の条件のＡＮＤ条件
等がある。また、表示トリガ操作を構成する表象画像がガジェット（このガジェットは、
その表示トリガ操作に応じて表示されるガジェットとは別のもの）である場合、表示トリ
ガ操作を構成する表象画像についての条件は、そのガジェット（すなわちトリガを構成す
るガジェット）の識別情報として規定される。
【００４５】
　表示トリガ操作を構成する操作が満たすべき条件は、例えば、操作の種類とその操作の
パラメータにより規定される。例えば、ファイルを特定のトリガ領域に移動させるという
操作の場合、その操作の種類は、ファイルのドラッグ＆ドロップ操作であり、その操作の
パラメータはその特定のトリガ領域の画面上での位置及び範囲を示す情報である。ファイ
ルを開く等のパラメータを要しない操作の場合には、条件にはパラメータは含まれない。
【００４６】
　一つの例では、表示トリガ操作に応じて表示されるガジェットの画面上での位置を、ユ
ーザが設定できるようにしてもよい。この場合、ユーザがある決まった操作（表示トリガ
操作）を行うと、その操作の後の作業に用いるガジェットがいつも決まった位置に表示さ
れることになる。
【００４７】
　ガジェットについての非表示トリガイベントは、ガジェットごとに規定される。あるガ
ジェットについては、ユーザが画面上のそのガジェットに対して行った操作に応じてその
ガジェットが行う処理が終了することが、非表示トリガイベントである。また、画面上に
表示された特定の表象画像（オブジェクト）に対する特定の操作が行われたことを、非表
示トリガイベントとするガジェットもある。非表示トリガイベントとしての操作を規定す
る表象画像及び操作が満たすべき条件は、ガジェットごとに、上述の表示トリガ操作の場
合と同様に規定される。
【００４８】
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　図１に、本実施形態の情報処理装置が備える、ガジェット表示制御のための処理部の機
能構成を例示する。
【００４９】
　この構成において、ガジェット管理部１２は、情報処理装置が持つ個々のガジェット１
０についての表示制御のための設定情報を保持し、管理する。ガジェット１０自体は，そ
のガジェットの処理のためのプログラム（例えば機械語やスクリプトで記述されたもの）
と、そのガジェットの表象画像の情報を含む。
【００５０】
　ガジェット管理部１２が１つのガジェットについて保持し管理する情報には、表示トリ
ガ操作を規定する情報、非表示イベント操作を規定する情報が含まれる。表示トリガ操作
を規定する情報には、その操作の対象となる表象画像が満たすべき条件と、その操作の内
容（種類やパラメータ）が満たすべき条件が含まれる。非表示トリガイベントを規定する
情報には、例えば、そのイベントが当該ガジェットの処理の終了イベントなのか、他の表
象画像に対する操作なのかを示す区別の情報が含まれる。また非表示トリガイベントが他
の表象画像に対する操作である場合、非表示トリガイベントを規定する情報には、その操
作の対象となる表象画像が満たすべき条件と、その操作の内容（種類やパラメータ）が満
たすべき条件が含まれる。
【００５１】
　ガジェット管理部１２は、ガジェットの表示制御のための情報の一項目として、画面上
でそのガジェットを表示する表示位置を規定する情報を更に保持していてもよい。また、
ガジェット管理部１２は、更に、そのガジェットが現在表示中であるか非表示であるかを
示す状態情報を管理してもよい。
【００５２】
　ガジェット管理部１２が保持する情報のうち表示トリガ操作や、非表示トリガイベント
、ガジェット表示位置等の項目は、ユーザが、ガジェットごとに、ガジェット設定処理部
１４を用いて設定する。
【００５３】
　トリガ監視部１６は、情報処理装置のＯＳ（オペレーティングシステム）と協働して、
画面上での表示トリガ操作、及び非表示トリガイベントの発生を監視する。トリガ監視部
１６は、表示トリガ操作又は非表示トリガイベントが発生したことを検知すると、表示制
御部１８に、検知した表示トリガ操作又は非表示トリガイベントの情報を通知する。
【００５４】
　表示制御部１８は、トリガ監視部１６から表示トリガ操作又は非表示トリガイベントの
情報を受け取ると、その情報に応じて、画面上のガジェットの表示又は非表示の制御を行
う。
【００５５】
　表示制御部１８が行うガジェットの表示制御の手順を、図２に例示する。
【００５６】
　この手順では、表示制御部１８は、ガジェット管理部１２に登録されたガジェットのト
リガ（表示トリガ操作又は非表示トリガイベントの発生）のうちのいずれかを検知した旨
の通知がトリガ監視部１６から来るのを待つ（Ｓ１０）。トリガ検知の通知が到来すると
、表示制御部１８は、ガジェット管理部１２から、そのトリガを表示トリガ操作又は非表
示トリガイベントとするガジェットを全て特定する（Ｓ１２）。そして、特定したガジェ
ットごとに、Ｓ１４～Ｓ２４の処理を実行する。
【００５７】
　すなわち、まず表示制御部１８は、検知されたトリガが、今注目しているガジェット（
以下注目ガジェットと呼ぶ）にとっての表示トリガ操作であるかどうかを判定し（Ｓ１４
）、この判定の結果がＹｅｓであれば、注目ガジェットが表示中であるかどうかを、ガジ
ェット管理部１２が持つ当該ガジェットの状態情報から判定する（Ｓ１６）。表示中であ
る場合は、今回の表示トリガ操作に応じて再度同じガジェットを表示する必要はないので
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、次のガジェットの処理に移行する。Ｓ１６で表示中でないと判定した場合、ガジェット
管理部１２から注目ガジェットの画面上での表示位置の情報を取得し、画面上のその表示
位置にその注目ガジェットを表示する（Ｓ１８）。そして、ガジェット管理部１２に対し
てその注目ガジェットを表示した旨を通知し、ガジェット管理部１２がその通知に応じて
その注目ガジェットの状態情報を「表示中」に変更する（Ｓ２４）。
【００５８】
　Ｓ１４の判定結果がＮｏの場合、Ｓ１０で検知されたトリガは、注目ガジェットにとっ
て非表示トリガイベントである。この場合、表示制御部１８は、その注目ガジェットが表
示中であるかどうかを判定し（Ｓ２０）、表示中でない場合は、その注目ガジェットは既
に非表示状態なので、何もせずに次のガジェットの処理に移行する。Ｓ２０の判定結果が
Ｙｅｓの場合、注目ガジェットを画面上から非表示とする（Ｓ２２）。そして、ガジェッ
ト管理部１２に対してその注目ガジェットを非表示にした旨を通知し、ガジェット管理部
１２がその通知に応じてその注目ガジェットの状態情報を「非表示中」に変更する（Ｓ２
４）。
【００５９】
＜ガジェットの表示制御例１＞
　次に、図３Ａ～図３Ｋを参照して、本実施形態のガジェット表示制御の第１の具体例（
表示制御例１）を説明する。この具体例は、ユーザが情報処理装置上で申請書のテンプレ
ートに必要事項を記入し、完成した申請書のファイルを提出用のフォーマットに変換した
上で、所定の送付先に送付する、という一連の処理の流れにおける、デスクトップ画面の
表示の遷移を示す。
【００６０】
　この例では、「申請書記載リファレンス取得」ガジェット、「申請用書式に変換」ガジ
ェット、「申請書を送付」ガジェット、の３つのガジェットが用いられる。
【００６１】
　この例の作業フローでは、まずユーザは、サーバ等から申請書テンプレート１１０（厳
密には符号１１０は申請書テンプレートのファイルのアイコンを指し示すが、煩雑さを避
けるため、このように表記する）を取得する。図３Ａは、このときのデスクトップ画面１
００の表示状態を模式的に示す。このときのデスクトップ画面１００（以下、単に画面１
００とも呼ぶ）には、申請書テンプレート１１０の他に、様々なファイルのアイコン１０
２やフォルダのアイコン１０４、アプリケーションのアイコン等が配置されている。申請
書テンプレート１１０は、文書編集用のアプリケーション（例えばワードプロセッサアプ
リケーションやスプレッドシートアプリケーション）で開かれる文書テンプレートファイ
ルである。
【００６２】
　（１）ユーザは、申請書記載リファレンスを取得するために、申請書テンプレート１１
０を画面１００上の所定の領域１２０内に、ドラッグ＆ドロップ操作で移動させる（すな
わち、配置する）。この例では、申請書テンプレート１１０を領域１２０内に移動させる
という操作は、「申請書記載リファレンス取得」ガジェット１３０の表示トリガ操作とし
て設定されている。
【００６３】
　（２）この操作が行われると、トリガ監視部１６がその操作を検知し、これに応じて表
示制御部１８が画面１００上の所定の位置に、「申請書記載リファレンス取得」ガジェッ
ト１３０を表示する（図３Ｂ参照）。この所定の位置は、「申請書記載リファレンス取得
」ガジェット１３０の表示位置としてガジェット管理部１２に登録されている表示位置で
ある。「申請書記載リファレンス取得」ガジェット１３０は、申請書記載リファレンス１
３２（図３Ｃ参照）という文書ファイルを保持するガジェットである。
【００６４】
　図３Ｃに示すように、ユーザが申請書テンプレート１１０を開く操作を行うと、申請書
テンプレート１１０に対応付けられた文書編集アプリケーションが起動し、申請書テンプ
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レート１１０の編集ウインドウ１１２が画面１００上に表示される。ユーザは、文書編集
アプリケーションを操作して、編集ウインドウ１１２内の申請書テンプレートに対して必
要事項を記載していく。この記載の際、ユーザは、申請書の記載要領を説明する文書であ
る申請書記載リファレンスを参照しようする。
【００６５】
　（３）この参照のために、ユーザは、「申請書記載リファレンス取得」ガジェット１３
０から申請書記載リファレンス１３２を取り出す操作を行う。この操作は、例えば、ガジ
ェット１３０をダブルクリック等の所定操作で開き、開いたガジェット１３０内のファイ
ルリストに含まれる申請書記載リファレンス１３２をドラッグ＆ドロップで画面１００上
に移動（すなわち配置）する操作であってもよい。また、別の例として、ガジェット１３
０に対してダブルクリック等の所定の操作を行うと、ガジェット１３０が出来上がった申
請書記載リファレンス１３２を画面１００上に出力するよう、ガジェット１３０がプログ
ラムされていてもよい。ユーザは、画面１００上の申請書記載リファレンス１３２を開く
。これにより、申請書記載リファレンス１３２に関連付けられた閲覧アプリケーションが
起動し、閲覧ウインドウ１３４内に申請書記載リファレンスの文書内容が表示される。ユ
ーザは、この申請書記載リファレンスを参照しつつ、編集ウインドウ１１２内の申請書テ
ンプレートへの記入を行う。
【００６６】
　（４）申請書記載リファレンス１３２を開く操作が行われると、図３Ｄに示されるよう
に、表示制御部１８は、「申請用書式に変換」ガジェット１４０を、そのガジェットに設
定された画面１００上の表示位置に表示する。すなわち、「申請用書式に変換」ガジェッ
ト１４０には、表示トリガ操作として、申請書記載リファレンス１３２というファイルを
開くという操作が設定されている。
【００６７】
　ユーザが申請書テンプレート１１０への記載（編集）を完了し、編集結果を保存する操
作を行うと、図３Ｅに示すように、申請書テンプレート１１０のファイルがテンプレート
ファイルではなく通常の文書ファイル（申請書１１４）へと変化する。
【００６８】
　（５）ユーザは、申請書１１４を、先ほど表示された「申請用書式に変換」ガジェット
１４０に対し、ドラッグ＆ドロップ操作で入力する。「申請用書式に変換」ガジェット１
４０は、「申請書」というファイル名を持つ文書編集アプリケーション用のファイル形式
を持つファイルが入力されることを実行トリガとするガジェットであり、入力されたその
ファイルを、送付先が受け入れるフォーマット（例えば編集不可の閲覧用フォーマット）
へと変換する。
【００６９】
　申請書１１４の「申請用書式に変換」ガジェット１４０への入力により、図３Ｆに示さ
れるように、それまで画面１００に表示されていた「申請書記載リファレンス取得」ガジ
ェット１３０が非表示になる。すなわち、「申請書記載リファレンス取得」ガジェット１
３０には、非表示トリガイベントとして、申請書１１４（すなわち「申請書」というファ
イル名の、文書編集アプリケーション用のフォーマットのファイル）が「申請用書式に変
換」ガジェット１４０に入力されたというイベントが設定されている。このイベントが起
こった時点では、申請書への記載は終わっているので、ユーザにとって申請書記載リファ
レンスは不要であり、その取得元である「申請書記載リファレンス取得」ガジェット１３
０も不要となる。なお、そのイベントを「申請書記載リファレンス取得」ガジェット１３
０の非表示トリガとしているのはあくまで一例に過ぎない。この代わりに、例えば、ガジ
ェット１３０から画面１００上に申請書記載リファレンス１３２がコピーされたことを、
そのガジェット１３０の非表示トリガとしてもよい。
【００７０】
　（６）図３Ｆに示す状況では、「申請用書式に変換」ガジェット１４０内には、フォー
マット変換結果である提出用申請書１４２ができあがっている。ユーザは、「申請用書式
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に変換」ガジェット１４０から画面１００上へと提出用申請書１４２を取り出す操作を行
う。
【００７１】
　（７）次にユーザは、図３Ｇに示すように、画面１００上の提出用申請書１４２のコン
テキストメニュー１４４を呼び出し、その中にあるメニュー項目「送る」を選ぶ操作を行
う。
【００７２】
　（８）これに応じ、表示制御部１８は、図３Ｈに示すように、画面１００上に「申請書
を送付」ガジェット１５０を表示する。すなわち、「申請書を送付」ガジェット１５０に
は、提出用申請書１４２に対する「送る」操作が、表示トリガ操作として設定されている
。
【００７３】
　（９）図３Ｉに示すように、ユーザは、新たに表示された「申請書を送付」ガジェット
１５０に対して、例えばドラッグ＆ドロップ操作で提出用申請書１４２を入力する。
【００７４】
　「申請書を送付」ガジェット１５０には、実行トリガとして、「提出用申請書」という
ファイル名を持つ所定フォーマット（例えば編集不可の閲覧用フォーマット）のファイル
が入力されることが設定されている。また、「申請書を送付」ガジェット１５０には、提
出用申請書１４２の送付先のアドレス情報や、その送付に用いるプロトコルなどが設定さ
れている。「申請書を送付」ガジェット１５０は、提出用申請書１４２が入力されると、
その提出用申請書１４２を、その設定に従って送付する。
【００７５】
　（１０）「申請書を送付」ガジェット１５０による提出用申請書１４２の送付が完了す
ると、図３Ｊに示すように、表示制御部１８は、画面１００上の「申請書を送付」ガジェ
ット１５０を非表示にする。なお、提出用申請書１４２は、さきに「申請書を送付」ガジ
ェット１５０に入力された時点で、画面１００上から消えている。
【００７６】
　この後ユーザは、再度申請書テンプレート１１０を取得して開き、別の申請のための記
載内容を記載してもよい。この記載が完了し、記載結果が保存されると、画面１００上に
新たな申請書１１４が画面１００上にできる（図３Ｅと同様）。この新たな申請書１１４
を「申請用書式に変換」ガジェット１４０に入れることで、画面１００の状態が図３Ｆに
示す状態へ遷移し、以降、図３Ｆ～図３Ｊを用いて説明した作業が行われる。
【００７７】
　（１１）ユーザが全ての申請書の送付を終え、画面１００上の閲覧ウインドウ１３４に
表示された申請書リファレンスを閉じる操作を行うと、図３Ｋに示されるように、表示制
御部１８は、画面１００上の「申請用書式に変換」ガジェット１４０を非表示とする。す
なわち、この例では、申請書リファレンスが閉じられたことが、「申請用書式に変換」ガ
ジェット１４０の非表示トリガイベントに設定されている。
【００７８】
＜ガジェット表示制御例２＞
　次に、図４Ａ～図４Ｃを参照して、ガジェット表示制御の第２の具体例を説明する。こ
の例では、ガジェットに入力されるファイル内のデータ（例えばファイル本体の文書デー
タ、又はファイルの属性データ）に応じて、そのガジェットの処理の後に生成されるガジ
ェットを制御する。
【００７９】
　図４Ａに示す画面１００の表示状況は、上述の表示制御例１における図３Ｄに示した表
示状況とほぼ同じである。異なるのは、編集ウインドウ１１２内に表示された申請書に送
付先情報１１３が記入されている点と、「申請用書式に変換」ガジェット１４０Ａがその
送付先情報１１３を抽出して変換結果の提出用申請書（図４Ｂの符号１４２Ａ）に属性と
して付加する機能を備える点である。
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【００８０】
　図４Ａの状況において、ユーザが編集ウインドウ１１２内での記載を終えて申請書のフ
ァイルを保存し、その申請書をドラッグ＆ドロップ操作で「申請用書式に変換」ガジェッ
ト１４０Ａに投入する。すると、そのガジェット１４０Ａは、その申請書を提出用の所定
フォーマットに変換し、更にその申請書から送付先情報１１３を抽出し、それをその変換
後の申請書ファイル（提出用申請書１４２Ａ）が持つ送付先属性の値に書き込む。送付先
情報１１３は、申請書内の所定の欄に、又は送付先を示す所定のキーワードの隣に記載さ
れるなど、ガジェット１４０Ａが特定可能となっている。なお、申請書内の送付先情報１
１３の具体的な送付先の情報（送付先名や送付先アドレス等）は、申請書テンプレート１
１０内に組み込まれていてもよいし、ユーザがこのテンプレートの送付先記載場所に記載
してもよい。
【００８１】
　次にユーザは、「申請用書式に変換」ガジェット１４０Ａから画面１００上に提出用申
請書１４２Ａを取り出し、図４Ｂに示すように提出用申請書１４２Ａに対して右クリック
等の所定操作を行うことで提出用申請書１４２Ａのコンテキストメニュー１４４Ａを呼び
出す。そして、コンテキストメニュー１４４Ａ内の「送る」操作を選択する。
【００８２】
　提出用申請書１４２Ａに対して「送る」操作が行われたことを検知した表示制御部１８
は、その提出用申請書１４２Ａの送付先属性の値を読み取り、その値（送付先）に対応す
るガジェットを画面１００上に表示する。この例では、送付先情報１１３は「阿部さん」
のメールアドレスを示していたので、投入された提出用申請書１４２Ａをそのメールアド
レスに電子メールで送付する「阿部さんに申請書を送付」ガジェット１５０Ａが画面１０
０上に表示される。
【００８３】
　このためにガジェット管理部１２には、「阿部さんに申請書を送付」ガジェット１５０
Ａに対する表示トリガ操作として、送付先属性として阿部さん（のメールアドレス）を含
む提出用申請書１４２Ａという条件を満たすファイルに対する「送る」操作、が設定され
ている。なお、操作されたファイルが提出用申請書１４２Ａかどうかは、例えば「そのフ
ァイルが「提出用申請書」というファイル名を持ち、所定の提出用フォーマットのファイ
ルである」という条件を満たすかどうかで判定すればよい。
【００８４】
　次にユーザは、図４Ｃに示すように、表示された「阿部さんに申請書を送付」ガジェッ
ト１５０Ａに対して、ドラッグ＆ドロップ操作により提出用申請書１４２Ａを投入する。
これに応じて、ガジェット１５０Ａは、投入された提出用申請書１４２Ａを、当該ガジェ
ット１５０Ａに送付先として設定されている阿部さんのメールアドレスに、電子メールプ
ロトコルを用いて送信する。
【００８５】
＜ガジェットの表示制御例３＞
　次に、図５Ａ及び図５Ｂを参照して、ガジェット表示制御の第３の具体例を説明する。
この例では、画面１００上のファイルの表象画像に対するフォーマット変換操作をトリガ
として、ガジェットを表示する。
【００８６】
　図５Ａに示す画面１００上のファイル（ファイル名「受領書」）１１５のファイル形式
（フォーマット）に対応するコンテキストメニュー１１７には、メニュー項目の１つとし
て「ＤＷプリンタ変換」という操作が含まれている。この「ＤＷプリンタ変換」操作は、
「ＤＷプリンタ」という名前の仮想プリンタにそのファイルを入力する操作である。「Ｄ
Ｗプリンタ」は、入力されたファイルを、閲覧用の所定ファイル形式（例えば編集不可の
形式）へとフォーマット変換する。
【００８７】
　ユーザが、コンテキストメニュー１１７上で「ＤＷプリンタ変換」を選択すると、表示
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制御部１８は、図５Ｂに示すように、画面１００上に「受領書格納先」ガジェット１６０
を表示する。このためにガジェット管理部１２には、ガジェット１６０の表示トリガ操作
として、ファイル名が「受領書」である所定ファイル形式（これはフォーマット変換前の
文書編集アプリケーション用の形式）のファイルに対する「ＤＷプリンタ変換」操作が登
録されている。
【００８８】
　表示された「受領書格納先」ガジェット１６０に対して、ユーザがフォーマット変換後
の受領書１１９をドラッグ＆ドロップ操作等で投入すると、ガジェット１６０は、自身に
設定されている所定の格納場所（例えばネットワーク上のファイルサーバ内の所定フォル
ダ）の情報を用いて、その格納場所にその受領書１１９を格納する。
【００８９】
＜ガジェットの表示制御例４＞
　次に、図６Ａ～図６Ｃを参照して、ガジェット表示制御の第４の具体例を説明する。
【００９０】
　これまで説明した例は、いずれも単一の表象画像（に対応するオブジェクト）への操作
をトリガとして、ガジェットを表示するものであった。これに対し、この例では、複数の
表象画像が表すオブジェクト同士を結合する（例えば２つのテキストファイル内のテキス
トデータをマージして、１つのテキストファイルを作成する等）操作をトリガとして、ガ
ジェットを表示する。
【００９１】
　この例では、複数のオブジェクトを結合する操作として、２つの文書ファイルを「束ね
る」操作を例にとって説明する。
【００９２】
　それぞれ１以上のページからなる２つの文書ファイルに対して「束ねる」操作を行うと
、それら文書ファイルに対応するアプリケーションが、一方の文書ファイルのページ群を
束ね先に指定された他方の文書ファイルのページ群の後に追加し、１つの文書ファイルを
生成する。例えば、出願人が提供している「DocuWorks（登録商標） Desk」というアプリ
ケーションは、ファイルの表象画像（アイコン）を配置可能な作業領域画面を提供し、そ
の作業領域画面内のあるファイルの表象画像をドラッグ＆ドロップ操作等で他のファイル
の表象画像の上に重ねると、前者のファイルを後者のファイルに「束ねる」処理を行う。
この例は、そのようなアプリケーションを提供する画面上でのユーザの操作を検知し、こ
れをＯＳのデスクトップ画面１００上でのガジェット表示の制御に用いる。
【００９３】
　例えば図６Ａに示す例では、ＯＳのデスクトップ画面１００上に、２つの文書ファイル
、申請書１７０と受領書１７２のアイコンが配置されている。これら申請書１７０と受領
書１７２は、いずれも「束ねる」操作が可能な文書取扱アプリケーションのファイル形式
（例えば上述のDocuWorks（登録商標）のファイル形式）のファイルである。図６Ａの例
では、ユーザは、受領書１７２のコンテキストメニュー１７５内のメニュー項目「編集」
を選択している。この選択操作に応じて、図６Ｂに示すように、デスクトップ画面１００
上に上述の文書取扱アプリケーションの作業領域画面１８０のウインドウが開く。なお、
文書取扱アプリケーションの作業領域画面１８０を開くための操作は、図示の例に限らな
い。この代わりに、ＯＳが提供するメニュー画面上で、文書取扱アプリケーションを起動
する操作を行うなどといった他の方式もある。
【００９４】
　図６Ｂに示すように、ユーザは、開いた作業領域画面１８０内に、デスクトップ画面１
００上の申請書１７０と受領書１７２とを移動（又はコピー）し、申請書１７０をドラッ
グ＆ドロップ（Ｄ＆Ｄ）操作で受領書１７２の上に重ねたとする。この操作が「束ねる」
操作である。この束ねる操作を検知した文書取扱アプリケーションは、受領書１７２の最
終ページの後に申請書１７０のページ群を追加することで、「受領書＋申請書」という名
前のファイル１７４を生成する（図６Ｃ参照）。図示例では、元の２つの文書（申請書１
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７０と受領書１７２）は消えている。
【００９５】
　トリガ監視部１６（図１参照）は、ＯＳのデスクトップ画面１００上の操作だけでなく
、文書取扱アプリケーションの作業領域画面１８０内での表象画像（申請書１７０と受領
書１７２のアイコン等）に対してユーザが行う操作を監視している。ユーザが作業領域画
面１８０内で申請書１７０と受領書１７２とを束ねる操作を行ったことをトリガ監視部１
６が検知すると、表示制御部１８は、デスクトップ画面１００上に「受領書＋申請書格納
先」ガジェット１９０を表示する。このために、ガジェット管理部１２には、「受領書＋
申請書格納先」ガジェット１９０の表示トリガ操作として、申請書１７０と受領書１７２
という２つの文書ファイルを「束ねる」操作が設定されている。それら２つの文書につい
ては、表示トリガ操作の設定情報中に、それぞれの文書ファイルのファイル名やファイル
形式が満たすべき条件が規定される。
【００９６】
　ユーザは、作業領域画面１８０内のファイル１７４をドラッグ＆ドロップ操作等の操作
で「受領書＋申請書格納先」ガジェット１９０に投入する。これに応じて「受領書＋申請
書格納先」ガジェット１９０、自身に設定された格納場所の情報を用いて、その格納場所
に対して、そのファイル１７４を格納する。
【００９７】
　図６Ａ～図６Ｃでは、２つの文書を束ねる操作を表示トリガとするガジェットを例示し
たが、３つ以上の文書を束ねる操作を表示トリガとするガジェットも考えられる。例えば
第１文書と第２文書と第３文書とが束ねられたことを表示トリガとするガジェットについ
ては、表示制御部１８は、例えば、ユーザが第１文書を第２文書に束ねる操作を行ったこ
とを（トリガ監視部１６経由で）検知し、その後第１文書と第２文書を束ねてできた束ね
済み文書に対してユーザが第３文書を束ねる操作を検知した場合に、そのガジェットを表
示する。
【００９８】
　また、図示は省略するが、文書取扱アプリケーションが、１つの文書に対する「ばらし
」処理を行う機能を持つ場合、「ばらし」操作を表示トリガ操作とするガジェットがあっ
てもよい。「ばらし」は、上述した「束ね」とは逆に、複数のページを含む１つの文書を
、第１～ｍページまでの第１文書と、第（ｍ＋１）～最終ページまでの第２文書というよ
うに、ユーザが指定した区切りで複数の文書に分割する処理である。
【００９９】
　このガジェットには、表示トリガ操作として、所定の対象条件（例えば特定のファイル
名を持つ）を満たすファイルに対する「ばらし」操作が設定される。表示制御部１８は、
文書取扱アプリケーションの作業領域画面１８０上で、表示トリガ操作の対象条件を満た
すファイルに対して「ばらし」操作が行われると、デスクトップ画面１００上にそのガジ
ェットを表示する。
【０１００】
＜表示・非表示のトリガの設定＞
　次に、ガジェット設定処理部１４（図１参照）を用いたガジェットの表示トリガ操作、
非表示トリガイベントの設定処理について説明する。
【０１０１】
　ガジェット設定処理部１４は、ユーザがトリガ設定対象のガジェットを選択すると、ト
リガの種類や、その種類に応じたトリガを構成するファイルや操作の指定等の作業を段階
的に案内する案内画面をデスクトップ画面１００上に表示する。ユーザは、案内画面の案
内に従って、デスクトップ画面上で各種の表象画像に対して操作を行うことで、表示トリ
ガ操作や非表示トリガイベントのパラメータを設定していく。
【０１０２】
＜トリガ設定の具体例１＞
　図７Ａ～図７Ｅを参照して、トリガ設定処理の第１の具体例を説明する。
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【０１０３】
　ユーザは、ガジェット設定処理部１４を呼び出す操作（例えば、ＯＳが提供するメニュ
ー等からガジェット設定処理部１４のプログラムを選択して起動する操作）を行う。この
操作に応じて、ガジェット設定処理部１４が、デスクトップ画面１００上にガジェット設
定画面２００を表示する（図７Ａ参照）。ガジェット設定画面２００には、情報処理装置
が保持するガジェット２０２の一覧が表示される。
【０１０４】
　ユーザは、ガジェット設定画面２００上のガジェット２０２Ａ（「申請業務」ガジェッ
ト）に対してトリガの設定を行う場合、そのガジェット２０２Ａに対してマウスの右クリ
ック操作等でコンテキストメニュー２０４を呼び出す。コンテキストメニュー２０４には
、トリガの種類がメニュー項目として並んでいる。
【０１０５】
　図に例示したコンテキストメニュー２０４には、トリガの種類として「デスクトップ連
携」、「仮想プリンタ」、「判断文書登録」、「ガジェット連携」の４つを挙げている。
この具体例１では、そのうちの「デスクトップ連携」をユーザが選択した場合を説明する
。
【０１０６】
　この場合、ガジェット設定処理部１４は、図７Ｂに示すように、デスクトップ連携方式
のトリガを設定するための案内画面２１０と、「申請業務」ガジェット２０２Ａと、「申
請業務」トリガ領域２２２と、を画面１００上に表示する。なお、ガジェット設定処理部
１４が画面１００上に表示するガジェット２０２Ａ（表象画像）は、トリガ設定のための
作業（例えば後述する表示位置の指定等）に用いるためのものであり、ガジェット２０２
Ａが表示制御部１８により画面１００に表示されたときに行う本来の処理機能（投入され
た申請文書の送信処理等）は実行しない。
【０１０７】
　ここでデスクトップ連携方式とは、デスクトップ画面１００上に設定したトリガ領域内
に対象ファイル（又はフォルダ）の表象画像を移動させる操作を、対応するガジェットの
表示トリガ操作とする方式である。
【０１０８】
　案内画面２１０には、デスクトップ連携方式の概説の文章（「申請業務のガジェット表
示を、デスクトップ操作と・・・・関連付けします。」）と、この方式での表示トリガ操
作の設定のためにユーザが行う作業の説明とが示される。ここでユーザが行う作業には、
（１）画面１００上の「申請業務」ガジェット２０２Ａを、自分が望む表示位置に移動さ
せる作業（案内画面中の「ガジェット表示位置を変更したい・・・ガジェットを移動させ
てください。」）、（２）画面１００上のトリガ領域２２２の位置やサイズを、自分が望
む位置やサイズに変更する作業（「トリガ領域を変更したい・・・設定してください。」
）、（３）トリガとなるファイル（文書）の条件を示すために見本となるファイルをその
ガジェット２０２Ａに関連付ける作業（「文書パターンを・・・ドラッグ＆ドロップして
ください。」）、である。なお、トリガ領域２２２にどのようなファイルが入ってもガジ
ェット２０２Ａを表示する（すなわち表示トリガ操作の対象となるファイルが限定されな
い）場合は、（３）の作業は不要である。
【０１０９】
　この案内画面２１０の案内文に従い、ユーザは、例えばガジェット２０２Ａの位置をド
ラッグ＆ドロップ操作で画面１００上の希望の位置に移動させ、トリガ領域２２２の位置
やサイズをマウス操作等で変更する。図７Ｃは、これらの作業が行われた直後の画面１０
０の状態を示す。
【０１１０】
　さらに、ユーザは、表示トリガ操作を構成するファイルの条件を指定（上記（３））す
るために、画面１００上に用意した見本のファイル２２４をドラッグ＆ドロップ操作でガ
ジェット２０２Ａの位置まで移動させ、ガジェット２０２Ａ上に重ねる（図７Ｄ参照）。
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トリガ設定対象であるガジェット２０２Ａ上にファイル２２４が重ねられたことを検知し
たガジェット設定処理部１４は、確認画面２１２を画面１００上に表示する。この例は、
表示トリガを構成するファイルの条件として、ファイル名を用いる場合の例である。確認
画面２１２には、「申請書」というファイル名が検知されたことを示すメッセージと、そ
のファイル名を持つファイルが出現した（すなわち外からの移動等により配置された）場
合にガジェット２０２Ａを表示するという設定でよいか問い合わせるメッセージとが含ま
れる。確認画面２１２内のＯＫボタンをユーザが押下（例えばマウスのクリック操作）す
ると、ガジェット設定処理部１４は、ガジェット２０２Ａの表示トリガ操作の対象となる
ファイルの条件として、「申請書」というファイル名を持つこと、を記録する。ガジェッ
ト２０２Ａの表示トリガ操作の対象となるファイルの条件として、複数のファイル名を設
定したい場合は、この後他のファイル名を持つファイルを更にガジェット２０２Ａ上に重
ねる操作を行えばよい。表示トリガ操作の対象となるファイルの条件として複数のファイ
ル名が設定されている場合、表示制御部１８は、それら複数のファイル名のいずれかに該
当するファイルがトリガ領域２２２内に位置した場合に、ガジェット２０２Ａを画面１０
０上に表示する。
【０１１１】
　なお、ガジェット設定処理部１４が、ガジェット２０２Ａ上に置かれたファイル２２４
からファイル名とファイル形式の情報を抽出し、確認画面２１２上で、それらファイル名
及びファイル形式の両方を満たすファイルをトリガとする（すなわちそのようなファイル
がトリガ領域２２２に入ったときにガジェット２０２Ａを表示する）か、そのファイル名
を持つファイルをトリガとするか（ファイル形式は不問）、そのファイル形式を持つファ
イルをトリガとするか（ファイル名は不問）、をユーザに問い合わせ、それに対するユー
ザの選択を受け付けてもよい。
【０１１２】
　またガジェット設定処理部１４は、ガジェット２０２Ａの非表示トリガイベントを設定
するための選択画面２１４を更に表示する。例示した選択画面２１４には、ガジェット２
０２Ａの処理対象となる文書（ファイル）が当該ガジェット２０２Ａに投入されたこと（
別の観点からいえば、画面表示されたガジェット２０２Ａがユーザの投入した文書に対し
て処理を実行したということ）、及び、ユーザが手動で消去操作を行ったこと、の２つの
イベントを選択肢として示している。もちろん、選択画面２１４は、これら以外の選択肢
を含んでいてもよいし、例示して選択肢のうちの一部乃至全部を含んでいなくてもよい。
この選択画面２１４上でユーザが希望する選択肢を選び、選択画面２１４内の「登録」ボ
タンを押下すると、選ばれた選択肢に対応するイベントがガジェット２０２Ａの非表示ト
リガイベントとして記録される。
【０１１３】
　そして、最後に案内画面２１０内の「登録」ボタンをユーザが押下すると、ガジェット
設定処理部１４は、ガジェット管理部１２に対して、ガジェット２０２Ａの表示トリガ操
作、非表示トリガイベント、及び表示位置の情報を登録する。表示トリガ操作の情報とし
ては、確認画面２１２に対してユーザが確認したファイルの条件と、その押下の時点での
トリガ領域２２２の位置及びサイズの情報と、を登録する。また、選択画面２１４に対し
てユーザが選択したものとして記録したイベントを、そのガジェット２０２Ａの非表示ト
リガイベントとして記録する。また、その押下の時点でのガジェット２０２Ａの画面上の
位置を、そのガジェット２０２Ａの表示位置として登録する。
【０１１４】
　このようにして、デスクトップ連携方式のトリガが設定される。
【０１１５】
＜トリガ設定の具体例２＞
　図８Ａ～図８Ｃを参照して、トリガ設定処理の第２の具体例を説明する。この例は、図
８Ａに示すように、ユーザが「申請業務」ガジェット２０２Ａのコンテキストメニュー２
０４から「仮想プリンタ」を選択した場合の例である。



(19) JP 2020-42702 A 2020.3.19

10

20

30

40

50

【０１１６】
　この場合、ガジェット設定処理部１４は、仮想プリンタ一覧画面２３０を画面１００上
に表示する（図８Ｂ参照）。ユーザは、仮想プリンタ一覧画面２３０内の仮想プリンタの
アイコン群の中から、ガジェット２０２Ａの表示トリガとするフォーマット変換を行うも
のを選択する。
【０１１７】
　この選択に応じて、ガジェット設定処理部１４は、画面１００上に、ガジェット２０２
Ａと、案内画面２３２を表示する（図８Ｃ参照）。案内画面２３２には、仮想プリンタを
ガジェットのトリガとする方式の概説の文章と、この方式での表示トリガ操作の設定のた
めにユーザが行う作業の説明とが示される。ここでユーザが行う作業には、（１）画面１
００上の「申請業務」ガジェット２０２Ａを、自分が望む表示位置に移動させる作業、（
２）トリガとなるファイル（文書）の条件を示すために見本となるファイルをそのガジェ
ット２０２Ａに関連付ける作業、である。なお、ファイルに関して条件を課さない場合は
、（２）の作業は不要である。
【０１１８】
　ユーザは、案内画面２３２に従い、ガジェット２０２Ａの位置をドラッグ＆ドロップ操
作で画面１００上の希望の位置に移動させる。またユーザは、ファイルに関する条件を指
定するために、画面１００上に用意した見本のファイル２２４をドラッグ＆ドロップ操作
でガジェット２０２Ａの位置まで移動させ、ガジェット２０２Ａ上に重ねる。ガジェット
２０２Ａ上にファイル２２４が重ねられたことを検知したガジェット設定処理部１４は、
図７Ｄに例示した確認画面２１２と同様の確認画面を画面１００上に表示し、ユーザの確
認を求めてもよい。
【０１１９】
　また、この例でも、上述の具体例１と同様の選択画面２１４を提示して、ユーザに非表
示トリガイベントを選択させてもよい。
【０１２０】
＜トリガ設定の具体例３＞
　図９Ａ～図９Ｃを参照して、トリガ設定処理の第３の具体例を説明する。この例は、図
９Ａに示すように、ユーザが「申請業務」ガジェット２０２Ａのコンテキストメニュー２
０４から「判断文書登録」を選択した場合の例である。「判断文書登録」は、複数の文書
ファイルが束ねられたことをトリガとしてガジェット２０２Ａを表示する場合に行う設定
作業である。
【０１２１】
　コンテキストメニュー２０４から「判断文書登録」が選択された場合、ガジェット設定
処理部１４は、ガジェット２０２Ａと、案内画面２４０を画面１００上に表示する（図９
Ｂ）。案内画面２４０には、束ね操作に応じてガジェットを表示する方式の概説の文章と
、この方式での表示トリガ操作の設定のためにユーザが行う作業の説明とが示される。こ
こでユーザが行う作業には、（１）画面１００上の「申請業務」ガジェット２０２Ａを、
自分が望む表示位置に移動させる作業、（２）束ねの対象となる複数の文書ファイルを示
すために見本となる複数のファイルをそのガジェット２０２Ａに関連付ける作業、である
。
【０１２２】
　ユーザは、案内画面２４０に従い、ガジェット２０２Ａの位置をドラッグ＆ドロップ操
作で画面１００上の希望の位置に移動させる。
【０１２３】
　またユーザは、束ねるファイルを指定するために、画面１００上に用意した見本の２つ
のファイル２４２及び２４４をドラッグ＆ドロップ操作で画面１００上のガジェット２０
２Ａの位置まで移動させ、ガジェット２０２Ａ上に重ねる。
【０１２４】
　ガジェット２０２Ａ上に２つのファイル２４２，２４４が重ねられたことを検知したガ
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ジェット設定処理部１４は、図９Ｃに示すように、確認画面２４６を画面１００上に表示
する。確認画面２４６には、ガジェット２０２Ａ上に重ねられた複数のファイルのファイ
ル名が示されると共に、これらが重ねられたらガジェット２０２Ａを表示するという設定
でよいか確認を求めるメッセージが示される。ユーザは、その設定でよい場合、確認画面
２４６上のＯＫボタンを押下する。表示トリガにはそれら２つのファイルでは足りず、更
に多くのファイルをそれらに束ねる場合には、ユーザは更なる見本のファイルをガジェッ
ト２０２Ａの位置に重ねる。ガジェット設定処理部１４は、ガジェット２０２Ａ上に新た
なファイルが重ねられた場合、そのファイルのファイル名を確認画面２４６内のファイル
名のリストに追加し、ユーザの確認を求める。ユーザがＯＫボタンを押下すると、ガジェ
ット設定処理部１４は、そのとき確認画面２４６に表示していたファイル名の集合を、ガ
ジェット２０２Ａの表示トリガを構成する束ね対象のファイルのファイル名の集合として
記録する。
【０１２５】
　そして、案内画面２４０上の登録ボタンが押下されると、ガジェット設定処理部１４は
、そのときのガジェット２０２Ａの画面１００上での位置をガジェット２０２Ａの表示位
置としてガジェット管理部１２に登録すると共に、さきに記録した束ね対象のファイル名
群が束ねられたことを表示トリガ操作としてガジェット管理部１２に登録する。
【０１２６】
　また、この例でも、上述の具体例１と同様の選択画面２１４を提示して、ユーザに非表
示トリガイベントを選択させてもよい。
【０１２７】
＜トリガ設定の具体例４＞
　図１０Ａ～図１０Ｄを参照して、トリガ設定処理の第４の具体例を説明する。この例は
、図１０Ａに示すように、ユーザが「申請業務」ガジェット２０２Ａのコンテキストメニ
ュー２０４から「ガジェット連携」を選択した場合の例である。「ガジェット連携」は、
ガジェット２０２Ａの表示又は非表示を他のガジェットの動作と連携させる方式である。
【０１２８】
　コンテキストメニュー２０４から「ガジェット連携」が選択された場合、ガジェット設
定処理部１４は、ガジェット２０２Ａと、案内画面２５０を画面１００上に表示する（図
１０Ｂ）。案内画面２５０には、ガジェット連携方式の概説の文章と、この方式での表示
トリガ操作の設定のためにユーザが行う作業の説明とが示される。ここでユーザが行う作
業には、（１）画面１００上の「申請業務」ガジェット２０２Ａを、自分が望む表示位置
に移動させる作業、（２）連携させたいガジェットをそのガジェット２０２Ａに関連付け
る作業、である。
【０１２９】
　ユーザは、案内画面２５０に従い、ガジェット２０２Ａの位置をドラッグ＆ドロップ操
作で画面１００上の希望の位置に移動させる。
【０１３０】
　またユーザは、連携させるガジェットをガジェット設定画面２００内のガジェット２０
２の中から選び、選んだガジェット２０２をドラッグ＆ドロップ操作で、画面１００上の
ガジェット２０２Ａに重ねる。ここでは、ユーザは、申請業務ガジェット２０２Ａに連携
させるものとして、依頼受信ガジェット２０２Ｂを選択したとする。
【０１３１】
　設定の対象である画面１００上のガジェット２０２Ａに、別のガジェット２０２Ｂが重
ねられた場合、ガジェット設定処理部１４は、図１０Ｃに例示するように、連携条件指定
画面２５２を表示する。連携条件指定画面２５２は、申請業務ガジェット２０２Ａと依頼
受信ガジェット２０２Ｂの２つと、ガジェットから文書が取り出された場合とガジェット
に文書が投入された場合の２つのケースと、の間の２×２の組合せのそれぞれについて、
ガジェットの振る舞いの選択をユーザに求める構成となっている。例えば、「依頼受信ガ
ジェットから文書取出」という記載の下には、依頼受信ガジェット２０２Ｂから文書が取
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り出されたときの申請業務ガジェット２０２Ａの表示制御の選択肢を示すプルダウンメニ
ューが設けられている。ユーザがプルダウンメニューを表示させる操作を行うと、図１０
Ｄに示すように、３つの選択肢を示したプルダウンメニュー２５４が表示させる。例示さ
れる３つの選択肢は、申請業務ガジェットを表示する、申請業務ガジェットを非表示にす
る、特に何もしない、である。ユーザは、これら３つの中から、依頼受信ガジェット２０
２Ｂから文書が取り出されたときの申請業務ガジェット２０２Ａの振る舞いを選択する。
２×２の４つのケースの他の３つについても、ユーザは同様のプルダウンメニューから選
択を行ってもよい。
【０１３２】
　なお、あるケースについてユーザが選択した選択肢に応じて、別のケースの選択肢を制
限してもよい。例えば、「依頼受信ガジェットから文書取出」ケースについてユーザが選
択肢「申請業務ガジェットを表示する」を選んだ場合、「依頼受信ガジェットから文書投
入」ケースについて選択肢「申請業務ガジェットを表示する」を選べなくなるようにして
もよい。選べるとすると、申請業務ガジェットの表示トリガが複数になってしまい、ユー
ザの操作に応じて複数のガジェットが順に表示されていく処理フローが複線化し、ユーザ
の混乱を招きやすくなるからである。また、同じ場合について、「申請業務ガジェットか
ら文書取出」及び「申請業務ガジェットに文書投入」ケースについて選択肢「依頼受信ガ
ジェットを表示する」を選べなくなるようにしてもよい。これが選べるとすると、表示中
の依頼受信ガジェットからの文書取り出しで申請業務ガジェットが表示され、その申請業
務他ジェットに対する文書の出し入れで再度依頼受信ガジェットが表示される等、処理フ
ローにおいてループが生じ、ユーザの混乱を招きやすくなる。このような制限を行う例で
は、ガジェット設定処理部１４は、先に選ばれた選択肢に応じて、他のケースのプルダウ
ンメニューにおいて選択可能とする選択肢を絞り込む。
【０１３３】
　ユーザが各ケースについて必要な選択を行った後、ユーザが連携条件指定画面２５２内
の登録ボタンを押下すると、ガジェット設定処理部１４は、各ケースについてユーザが選
んだ選択肢に応じたトリガの情報をガジェット管理部１２に登録する。例えば、「依頼受
信ガジェットから文書取出」ケースについてユーザが選択肢「申請業務ガジェットを表示
する」を選んだ場合、ガジェット設定処理部１４は、申請業務ガジェット２０２Ａの表示
トリガ操作として、依頼受信ガジェット２０２Ｂからの文書取出操作を設定する。
【０１３４】
　図１０Ａ～図１０Ｃの例は、ユーザが選んだ２つのガジェットのいずれを他方の表示・
非表示のトリガとしてもよい形で設定を行えるものであった。別の例として、表示又は非
表示のトリガの設定対象とする第１ガジェットをまず選び、その後その第１ガジェットの
トリガとなる他のガジェット（第２ガジェット）とこれに対する操作との組を、第１ガジ
ェットの表示又は非表示のトリガとして指定する方式も可能である。
【０１３５】
　以上、ガジェットに対する表示及び非表示のトリガの設定処理についていくつかの具体
例を示した。以上に例示した処理はあくまで一例に過ぎず、他の設定処理方式も可能であ
る。
【０１３６】
　例えば図７Ａ～図７Ｅの例では、設定対象のガジェットを選択し、そのガジェットに対
する表示トリガと非表示トリガを一連の流れの中で設定したが、これは一例に過ぎない。
１つのガジェットについての表示トリガと非表示トリガを別々に設定できるようにしても
もちろんよい。
【０１３７】
　また、ガジェットの非表示トリガの設定方式は、図７Ｅに例示した選択画面２１４のよ
うに選択肢の選択により指定する方式に限らない。別の例として、例えば、表示トリガの
設定の場合と同様、画面１００上のどのオブジェクト（ファイルや他のガジェット等）に
対して、どのような操作（例えばファイルを開く又は閉じる、他の特定ガジェットに特定
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うにしてもよい。
【０１３８】
　また、以上では、デスクトップ画面１００上に表示されるガジェットの表示・非表示の
制御を例にとって説明したが、これは一例に過ぎない。上述した各種の制御は、デスクト
ップ画面１００以外の画面（例えば文書取扱アプリケーションが提供する作業領域画面１
８０。図６Ｂ等参照）上のガジェットの表示・非表示の制御にも適用可能である。
【０１３９】
　なお、ガジェット設定処理部１４は、ガジェット設定画面２００からユーザが選択した
ガジェットについての表示トリガ等の設定処理が完了する（すなわちガジェット管理部１
２へのトリガの情報の登録が終わる）と、この設定処理において画面１００上に表示した
表象画像（例えばガジェット２０２Ａ、２０２Ｂ、トリガ領域２２２を示す枠線等の図形
）を画面１００上から消去する。
【０１４０】
　以上に例示した情報処理装置は、例えば、コンピュータに上述の各機能を表すプログラ
ムを実行させることにより実現される。ここで、コンピュータは、例えば、ハードウエア
として、ＣＰＵ等のマイクロプロセッサ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）およびリー
ドオンリメモリ（ＲＯＭ）等のメモリ（一次記憶）、フラッシュメモリやＳＳＤ（ソリッ
ドステートドライブ）、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）等の固定記憶装置を制御する
コントローラ、各種Ｉ／Ｏ（入出力）インタフェース、ローカルエリアネットワークなど
のネットワークとの接続のための制御を行うネットワークインタフェース等が、たとえば
バス等を介して接続された回路構成を有する。それら各機能の処理内容が記述されたプロ
グラムがネットワーク等の経由でフラッシュメモリ等の固定記憶装置に保存され、コンピ
ュータにインストールされる。固定記憶装置に記憶されたプログラムがＲＡＭに読み出さ
れＣＰＵ等のマイクロプロセッサにより実行されることにより、上に例示した機能モジュ
ール群が実現される。
【符号の説明】
【０１４１】
　１０　ガジェット、１２　ガジェット管理部、１４　ガジェット設定処理部、１６　ト
リガ監視部、１８　表示制御部。
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